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「デイスアビリティの社会モデル」は、障害者が社会的活動に際して経験する不利益であるデイスアビリ

テイの原因を社会の障壁に求める考え方として理解されている。本稿はこのデイスアビリテイ理解について、
２つの水準で再考を迫るものである。第一に、デイスアビリティ理解において焦点となる「不利益」の原因
を個人に外在的な社会の障壁に求めるのではなく、個人と社会との特定の関係性として捉える視角を提示す
る。第二に、個別の社会的活動における「不利益」に着目するだけでなく、社会生活全般における「不利益」
の経験のされ方に焦点を当てることの必要性を主張する。

され、個体の機能的側面に照準した欠損や不
全であるインペアメントとは区別されるもの
として理解されている(2)。この「不利益」とし
てのデイスアビリテイの原因を社会に求める
｢デイスアビリティの社会モデル(socialmodelof

disability)｣(以下「社会モデル｣）は、障害学の最
も重要な成果の１つであり、いまや障害者解放
をめく叢る言説において一般的に示される認識と
なった。そこでは、デイスアビリティの原因を
個人の機能的特質に求める「デイスアビリティ
の個人モデル(individualmodelofdisability)｣(以
下「個人モデル｣）(3)が批判され、デイスアビリ
ティを生み出しているのは社会であり、したが
って社会の変革によってデイスアビリティは原
理的に解消可能なものであるとされる。例えば、
次のような言い方がある。

１ は じ め に

「障害」とは何か。それはあまりに自明のこ

とだと思われるかもしれない。問題なのは、そ
れにどう対処するかであり、「障害」のある人
をどう処遇するかであると言われるかもしれ
ない。しかし、「障害」とは何かをめく．る問い
を含む１つの学問領域である障害学(disability
studies)が、現在一定の注目を集めるようにな
った(')。それは、「障害」をめく．ってなされる
いかなる実践的な取り組みも、「障害」につい
ての適切な認識無くしては展開し得ないという
理解が、この領域に関心を寄せる障害当事者や
研究者の間で共有されてきたことの反映である。
本稿では、この「障害」をめぐる問題のうち

デイスアビリティに焦点を当てる。デイスアビ
リティとは一般に、社会的活動に際して経験
される不利益（以下「不利益｣）のことであると

それなら「障害者」に「問題」や「障害」
を抱えこませた原因は、社会のしくみの側に
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障害者が経験する「障害」や「ハンディ」とい
った「不利益」がどのような意味で「問題」と
されるのかについては無基準であるか、あるい
は基準についての検討が不十分なまま放置され
ているのである。このことは、デイスアビリテ
ィの解消を目指す主張を「不利益をめぐる政
治」に巻き込んでしまう危険性を惹起する。こ
こで言う「不利益をめく職る政治」とは、様々な
主体が自らの経験する「不利益」についてその
解消を求めて行う闘争のことである。この「不
利益をめく．る政治」がデイスアビリテイ解消の
主張に対して否定的に機能する局面については
3節で詳述するが、その要点としては次の２点
が挙げられる。まず、社会の変革によって解消
し得る「不利益」は社会のいたるところに存在
しその解消を目指す主張をすることは常に可能
なのだから、「障害」の文脈におけるデイスア
ビリティ解消の主張もその一部として相対化さ
れ得てしまう。また、「不利益」の質的な差異
を問題にしなければ、デイスアビリティ解消の
優先順位について論及することができず、結果
としてより「重度」なデイスアビリティが取り
残されるということにもなりかねない(5)。
このような点を踏まえて、本稿では、障害者

の社会的経験を特徴付けている「障害」の重要
な部分を占めるデイスアビリテイ旧)を焦点化す
るための試論を展開する。そこではインペアメ
ントとデイスアビリティとの位相の区別を共
有した上で、「不利益」としてのデイスアビリ
テイ理解に修正が加えられることになる。この
ことによって、デイスアビリティ解消の主張
を「不利益をめく癖る政治」から差異化されたも
のとして把握することが可能となるはずである。
まず２節では、「不利益」としてのデイスアビ
リティがどのようなものとして把握されてきた
のかについて確認する。３節では、そうした従

あるのだから、それを補填する責任が社会の
側にあって当然だろう。そのように社会の設
計を変えるということは、「障害」を持った
(持たされた）人がハンディを感じずにすむだ
けでなく、障害のない（と見なされる）人々
にとっても、住みやすい社会となるはずだ
(中西・上野2003)。

この言明において焦点が当てられている「障
害」とは文脈上デイスアビリティのことであり、
デイスアビリティの原因が社会の側にあり、し
たがってそれを解消すべき主体は社会であり、
またその解消はすべての人にとって望ましいと
いうことが主張されている。この種の主張は一
見強力なものに見える。なぜなら、デイスアピ
リティ解消が可能でありしかもそれがすべての
人にとって望ましい結果を生むのなら、それに
反対する合理的な理由は何もないからだ(4)。し
かし、本当にこのような言い方は妥当なのか。
これが妥当だとすれば、現在デイスアビリティ
解消に向けての営為を妨げているのは「非合
理」な偏見のみなのか。そして、もしそうした
言明が正確さを欠くものであるとしたら、どの
ような場合にデイスアビリティ解消の望ましさ
を主張し得るのだろうか。
実はこのデイスアビリティという社会現象の

認識は、障害学の領域でも十分に進展している
とはいえない。そこで本稿の中心的な課題は、
デイスアビリティ理解についての再検討を行う
ことである。本稿でこうした課題を設定するの
は、従来のデイスアビリティ理解は問題の焦点
化に失敗していると考えるからだ。その主要な
難点は、デイスアビリティ現象を過度に一般化
してしまう点にある。本稿で明らかにするよう
に、「不利益」はあらゆるところに見出すこと
ができるのだが、上の言明にも見られるように
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来の理解の不適切さを指摘して、「不利益」に
ついての新しい見方を提示する。４節では、そ
れらを受けて、デイスアビリティを特有な経験
として同定しようとする試みのうち、「不利益」
の不当性に照準する議論について検討する。さ
らに５節では、デイスアビリテイの同定のた
めのもう１つの可能性について言及し、若干
の試論を展開する。

デイスアビリティとは、作為的、不作為的
な社会の障壁のことであり、それによって引
き起こされる機会の喪失や排除のことであ
り、だからデイスアビリテイを削減するため
の負担を負おうとしない「できなくさせる社
会disablingsociety」の変革が必要だと主張さ
れたのである。（石川2002:２６）

２「不利益」としてのデイスアビリティ ここではデイスアビリテイの説明として「社会
の障壁」と「それによって引き起こされる機会
の喪失や排除」とが並置されているが、基本的
にはDPIの定義に近い認識が示されているも
のと考えられる。すなわち、社会に存在する
｢障壁」が個人の経験する「不利益」の原因と

なっているということである。つまり、原因を
何に求めるのかについては立場を異にするとし
ても、デイスアビリティを「不利益」として捉
える認識は概ね共有されているのだ。障害者は
駅利用の際、買い物の際、就職の際等、様々な
社会的場面で「不利益」を経験することになる
が、そうした個別の社会的状況における「不利
益」の１つ１つがデイスアビリテイと考えられ
るのである(9)。
その上で「社会モデル」は「不利益」の原因

を社会に求めるのだが、では「社会モデル」は
どのような文脈で主張され、どのような意義を
持っていたのだろうか。次にこのことを確認す
る。

２-１障壁と不利益
まず、「不利益」としてのデイスアビリティ

がどのように把握されているのかを再度確認し
ておこう。「個人モデル」と「社会モデル」と
はデイスアビリティの原因論において鮮明な
対照をなすが、デイスアビリティを「不利益」
として捉える認識は基本的に共有されている
(7)。例えば、1980年に示されたWHO(World
HealthOrganization、世界保健機関）の定義(8)では、
｢インペアメントによってもたらされ、それぞ
れの性・年齢・社会文化的諸条件に応じた正常
な役割遂行を制約・阻害する、個人にとっての
不利益」(WHO1980)とされている一方、1982
年に示されたDPI(DisabledPeople'slnternational、
障害者インターナショナル）の定義では、「物理
的・社会的障壁によってもたらされた、他者と
等しいレベルで共同体の正常な生活に参加する
機会の喪失や制約」(DPI1982)とされる。
また、上記のことからも示唆されるように、

｢障壁」としてデイスアビリティを捉える議論

も「不利益」としての把握のｌバージョンとし
て位置付けられる。ここでの「障壁」とは、社
会的活動を妨げるもの、というぐらいの意味で
ある。この「障壁」としてのデイスアビリテイ
理解とは、例えば次のような把握である。

２-２「社会モデル」のインパクト
「個人モデル」から「社会モデル」へのパラ

ダイムシフトにはどのような意味があったのか。
端的に言えばそれは、デイスアビリティの社会
問題化に寄与したという点にあるといえよう。
まず「個人モデル」では、デイスアビリティ
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れるものと解釈されたのである。こうした認識
は、日本で「社会モデル」が受容される際にも
引き継がれ、例えば、「インペアメント／デイ
スアビリティ、つまり、身体／社会という二分
法をとることで、問題の所在を明確化したので
ある。問われるべきは社会であり身体ではない、
これが社会モデルの端的な主張である｡」（倉本
2002）といった理解が一般的である0')。これを
具体的な文脈に位置付ければ次のような言い方
になる。

の原因は身体的・精神的・知的機能不全であり、
個人に内属するものとして捉えられている。手
足が動かないこと、目が見えないこと、耳が聞
こえないこと等々から直接「不利益」が生まれ
ているというわけだ。したがって、これらへの
対処策は、まず第一義的には、そうした機能不
全を「治療」し、少しでもその機能を高めるこ
とであり、それが難しい場合には、そうした機
能を補うための技法や振舞を障害者本人が身に
つけることであった00･こうしたデイスアビリ
ティヘの対処は、主に医療や教育の場でなされ
るものとされ、障害者研究もこれらの領域の中
でのみ行われることとなった。
こうしたデイスアビリティ理解に対して異を

唱えたのは障害を持つ当事者であり、むしろ問
題は障害者を取り巻く社会の側にあるという
主張を展開した。手足が動かないことによっ
て「不利益」を被っているのではなく、手足が
動かないと困るような社会であることによって
｢不利益」を被っているのだと主張したのであ

る。「社会モデル」の提唱者であるオリバーは
次のように言う。

そもそも階段しか昇降手段がないこと自体
が「異常」なのであり、決してその上り下り
ができない人びとが「異常」なのではない
(倉本2002)。

ここでデイスアビリティは、個人の外部として
の社会に内属するものとして認識されている。
｢個人モデル」が社会のあり方とは無関係な個

人の属性にデイスアビリティの原因を求めたの
に対し、逆に「社会モデル」は個人の属性とは
無関係な社会のあり方の方にデイスアビリティ
の原因を求めた。そうすることで、デイスアビ
リテイが障害者本人の抱える「問題」であると
いう認識の転換を図ったのであり、実践的にも
社会変革に対して一定の有効性を持ったのであ
る。

それ（｢社会モデル」のこと、引用者注）はデ
イスアビリテイの問題を……広く社会の内に
位置付けるのである。問題の原因となるのは、
いかなる種類であれ個人的制約なのではなく、
社会的組織において障害者のニーズを十分に
考慮した適切なサービスと十分な保障を提供
することに社会が失敗していることなのであ
る。(Oliverl996b:32)

３「社会モデル」の再定式化

３-１社会原因論の単純な錯誤
このように「社会モデル」は、個人の外部と

しての社会に内属する障壁をデイスアビリテイ
の原因と捉える考え方として、理解され受け入
れられている。いまやそれは障害学の領域では
常識的なアイディアとなっているのだ。しかし、

ここでは、個人と社会とを峻別した上で、デイ
スアビリテイの原因を社会の側に求める認識
が示されている。デイスアビリティとは個人
の「制約」の問題とは無関係に社会から与えら

-３５-



少し考えてみれば、こうしたデイスアビリテイ
理解が不十分なものであることは明らかである。
例えば、「社会モデル」の意義を説明する際

に用いられる「障害者の村」の寓話について考
えてみよう⑫。この村の住民の多くは車いすを
使用する身体障害者であり、建物は彼らに適し
た仕方で設計されている。そこでは少数派に過
ぎない健常者は不便な生活を強いられることに
なり、車いす使用者によって排除されたり保護
の対象とされたりする「障害者」になってしま
う。さて、ここで示唆されているのは、デイス
アビリティの原因は個人の側にはないというこ
とだ。社会を車いす使用者用に設計してしまえ
ばもはや車いす使用者が「不利益」を経験する
ことはなく、むしろ「不利益」を経験するのは
健常者の側ということになるのだから、現行の
デイスアビリティを生み出しているのはとりも
なおさず現行の社会であるというのである。こ
れが「社会モデル」の主張を補強する論拠とし
て用いられる。
ここまでは正しいとしよう。しかし、同じこ

とは「個人モデル」を支持する立場からも言い
得るのではないか。現行の社会は健常者にとっ
ては「不利益」のない社会であり、「障害者の
村」は車いす使用者にとっては「不利益」のな
い社会である。つまり、「不利益」が存在する
か否かは、その社会の成員がどのような個人で
あるかに依存しているのであり、デイスアビリ
ティの原因は個人の側にあるというわけだ。
以上のことから分かるのは、「個人モデル」

も「社会モデル」も現象の一面をデフォルメし
て、まさに「モデル化」しているということで
ある。「個人モデル」の場合それは無自覚的な
｢見落とし」であったろうし、「社会モデル」の

場合は「個人モデル」のヘゲモニーを転換させ
るための戦略的な「強調」であったかもしれな

い。しかしいずれにせよ、「社会モデル」もま
た、デイスアビリテイを個人の属性とは無関係
な社会の問題だとすることで、それが置かれた
文脈に焦点を当てることができなくなってい
るのである。実際には、「不利益」は社会の障
壁（のみ）によって生じるのでも個人の機能不
全（のみ）によって生じるのでもない。特定の
機能を持ったり持たなかったりする個人と、特
定の価値を前提とし特定の能力を要求する社会
との間の、特定の関係性として生じるのである。
駅の階段がデイスアビリティとして経験される
のは、車いす使用者がいるからでもそこに階段
しかないからでもなく、車いす使用者と階段と
の関係、車いす使用者と階段を上って移動する
ことに意味があり価値があるような社会との関
係、そしてその階段を自力で上れる人とそうで
ない人との関係において、その階段を上れない
ことが「不利益」として感じられるからなので
ある。

３-２関係性としての不利益
そこで本稿では、このように「不利益」を特

定の関係性として捉える視角を採用する。すな
わち、「社会モデル」は、デイスアビリティを、
個人の外部としての社会に内属する障壁に起因
する「不利益」と捉える枠組みではなく、個々
の主体と社会との間の、あるいは複数の主体
間の特定の関係性としての「不利益」について
焦点化する枠組みであると、理解されるのであ
る。デイスアビリティの原因を個人にとって外
在的な社会に内属するものとして捉える見方は、
それが批判の的とした「個人モデル」の抱える
認識的錯誤と同型の難点を含んでいる。そもそ
も「個人モデル」から「社会モデル」へという
パラダイムシフトの意義は、問題の原因を個別
の(individual)主体に内属するものとする理解
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ところが、個人と社会の特定の関係性とし
て「不利益」を捉えた場合には、それを解消す
ることの望ましさはそう単純に言えない。まず
は、どのようにして「不利益」を解消するのか
について規範的な問いが発生する。「不利益」
とは個人と社会との、あるいは複数の主体間の
特定の関係性そのものだと考えるのだから、そ
の解消の方途は一様ではない。個人Ａとその外
的環境としての社会との間の特定の関係性が問
題（｢不利益｣）だとして、それを解消する方法
には個人の(personal)働きかけもあれば社会の
(societal)働きかけもあり、またそれらの組み
合わせにも多様なバリエーションがある。その
中でどのような仕方で関係性を変化させるのか
を選択することなしに、「不利益」を解消する
ことはできない。つまり、「不利益」の解消自
体は望ましいものだとしても、その解消のあり
方の望ましさの問題は残るのであって、ある意
味ではその選択のあり方次第で「不利益」の解
消の望ましさそのものも脅かされることになる
のである。
次に、当該の「不利益」について関係のあり

方を変化させることによって、その他の関係性
に影響を与え、それが新たな「不利益」を生む
局面についても考慮する必要がある胴。個人Ａ
と社会との関係性を変化させることは、個人Ｂ
と社会、個人Ａと個人Ｂとの関係性の変化をも
同時に意味する。だとすれば、それらの関係性
における正当性の問題に注意を払わなければ、
｢不利益」の解消の望ましさを論じることはで

きないことになる。障害者にとって住みやすい
社会は必ずしも他の人にとって住みやすい社会
であるとは限らないということだ。例えば、町
の段差がなくなりエレベーターが整備されるこ
とは車椅子使用者にとって望ましいことであ
り「不利益」の解消だが、周囲の人にとっての

を超克した点にあるのであって、その意味で本
来「社会モデル」は問題を主体間の相互関係的
な(social)文脈に位置付けるものだったはずな
のだ側。したがって、本稿の採用する立場はあ
る意味で「社会モデル」の理論的枠組みに忠実
なものであるといえる。
ただし、「不利益」をこのように理解すると、

デイスアビリティ解消の戦略はより複雑なもの
にならざるを得ない。なぜなら、それはデイス
アビリティ解消の原理的可能性や望ましさにつ
いての問いなおしを迫ることになるからだ。以
下でこのことを確認する。
「個人モデル」のように社会とは無関係な個

人の機能不全に起因するものとしてデイスアビ
リティを捉えた場合、その解消は個人の機能
の「改善」によってなされるしかないし、従来
の「社会モデル」のように個人とは無関係な社
会の障壁に起因するものとしてデイスアビリテ
ィを捉えた場合、その解消は社会の障壁の除去
によってなされるしかない。そしていずれの場
合も、それらは個々の文脈とは無関係に「正し
い」こととされており、解消すべき「不利益」
を選び出しさえすればその解消の方法はあらか
じめビルトインされている04．従来の「社会モ
デル」において、デイスアビリティが社会の変
革によって解消可能であり、それはすべての人
にとって望ましいものであると主張され得たこ
とは、このことと深く関連している。「障害者
にとって住みやすい社会は誰にとっても住みや
すい社会だ」といった言い方は、デイスアビリ
ティの原因を個人とは無関係な社会に内属する
ものと捉えるならば、確かに無前提に成り立つ。
「障壁」は個人とは無関係に（誰にとっても）望
ましくないのであり、その解消が障害者にとっ
て望ましいのであれば、それはそのまますべて
の人にとっての望ましさを意味するのである。

’
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その意味はどうだろうか。車椅子使用者の移動
が自由になり彼らと町で頻繁に出会うようにな
ることによって、それを「邪魔」だと感じる人
もいるかもしれないし、移動の自由が確保され
たために彼らが労働市場に参入しやすくなるこ
とで労働条件が悪化する人もいるかもしれない。
そしてこれらの「不利益」はいずれも、ある社
会の可能状態（例えば車椅子使用者を排除する
ような社会）においては解消可能なものなので
ある。もちろん、こうした「不利益」の解消を
道徳的に批難することはひとまず容易である。
しかし、ここで指摘しておきたいのは、「不利
益」の解消はあくまで特定の関係性におけるも
のであって、それをすべての人にとっての望ま
しさに安易に拡張してしまうのは誤りであり、
そのような一般化はむしろデイスアビリテイ解
消の主張を、様々な「不利益」の解消を求める
｢不利益をめぐる政治」の一部に埋没させるこ

とにつながるということである。
上で見たように、社会のあり方によって引き

起こされる、したがって社会の変革によって解
消可能な「不利益」は、いわゆる「障害」に関
わるものだけではないし、それらについての利
害は往々にして相互に対立する。一般的な「不
利益」としてデイスアビリティを理解してしま
えば、その解消を目指す主張は様々な「不利
益」をめく．る闘争に同等の資格で巻き込まれる
ことになる。そのとき「障害」の一部としての
デイスアビリテイはもはや特に配慮されるべ
き「問題」ではなくなる。もちろんこうしたデ
イスアビリティ理解が可能であることは否定し
ないが、少なくとも障害者の経験している特有
な現象としてのデイスアビリティに焦点を当て
ようとする本稿の目的にとって、そして恐らく
障害学において探求されてきた課題にとっても、
あまり適切ではないと思われる。我々が探求し

ているのは、障害者を障害者たらしめているよ
うな種類の「障害」についてであり、その中の
主要な部分を占めるデイスアビリティについて
なのだ。この点において、従来のデイスアビリ
テイ理解は問題の焦点化に失敗していたといえ
る。
また、「不利益をめぐる政治」は「障害_，の

種別や程度に応じたさらなる対立の契機も内包
している。社会的に解消可能な「不利益」は、
ときとしてラディカルな変革を要しないような
種類の「軽度」なものであり、さらに深刻な
｢重度」な「不利益」の解消は非常に困難だと
いうことがある。また論理的な解消可能性のレ
ベルでは同等でも、「軽度」な「不利益」の解
消の方が社会的に受け入れられやすい素地はあ
るだろう。なぜなら、多くの場合そうした「不
利益」の解消の方が、多数派の利害とラディカ
ルに抵触しないからだ。だとすれば、デイスア
ビリティ解消の主張が「不利益をめぐる政治」
に巻き込まれることによって、本来最も配慮さ
れるべき「重度」なデイスアビリテイが取り残
されてしまう危険性があるのではないか。（二う
した点を踏まえれば、デイスアビリティ理論に
求められるのは、デイスアビリテイを他の「不
利益」から差別化し、様々なデイスアビリティ
の質的な差異について扱うことのできる性能な
のである。
ここで指摘した「不利益」の一般化という問

題は確かに、従来の「社会モデル」においてデ
イスアビリティの原因が個人とは無関係な社会
の障壁であると理解されてきたことから必然的
に結果しているのではない。一般化の問題は、
障害者の経験する「不利益」を他の「不利益」
から差別化したり内部における質的な差異を把
握したりするための基準を欠いていることに起
因しているのだが、「不利益」の原因を社会に
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え方は、明示的にであれ暗黙にであれ、デイス
アビリティの問題を扱う論者の多くに共有され
ている。しかし、本稿ではこの見方を採らない。
それは、インペアメントはデイスアビリティの
存在から遡及的に疎呈されるものであると考え
るからだ胴。障害学の知見によれば、社会にお
いて要求される価値との関連でデイスアビリテ
イが生じ、それを個人に帰責するためにある種
の機能的特質に対してインペアメントという否
定的な価値付けがなされたのであって、インペ
アメントはデイスアビリティに先行して存在し
ているのではない。したがって、デイスアビリ
テイの同定に当たってインペアメントの存在を
要件とすることはできないのである。
そこで次に、「不利益」そのものの特性に着

目してデイスアビリティの同定について考えて
みる。このアプローチは、少なくとも２つの方
向性に大別できる。第一に、個別の状況におけ
る「不利益」の不当性に着目して、「不当」な
｢不利益」のみを解消すべきデイスアビリテイ

として取り出そうとする議論であり、本節では
これについて検討する。第二に、社会生活全般
にわたる「不利益」の経験のされ方に照準して
デイスアビリテイを同定するアプローチが可能
であると思われる。これについては次節で若干
の考察を行う。
「不当」な不利益／「正当」な利益をめく、る

問いはある意味できわめて古典的なものであ
り、例えば財の分配のあり方について政治哲学
の領域で活発な論争が行われているが㈹、「障
害」をめぐる文脈では本格的に論じられること
が少ない側。もちろん障害者が被る「不利益」
を「不当」なものとして特徴付けようとする言
説は、障害者運動の主張やある種の啓発活動を
含めて日常的に見られるものである。それらは
例えば、「謂れのない差別」を問題にし、当人

求める立場からも、そうした基準を設定するこ
とは可能ではあろう。しかし、少なくともその
枠組みにおいてそうした基準の設定は要請され
はしない。ある「不利益」の解消は誰にとって
も望ましいことだったのだから、その中で解消
すべき「不利益」とそうでないものとを弁別す
る必要はない。むしろそうした区別は、すべて
の人にとっての望ましさを減退させるという意
味で有害でさえあるということになるかもしれ
ない。これに対して、特定の関係性として「不
利益」を捉える枠組みにおいて、「不利益」の
文脈依存性を前提とすることで、何らかの形で
障害者の経験する「不利益」を特徴付ける必要
性が、初めて明確に意識されるようになるので
ある。

４デイスアビリティの同定問題一「不
当」な不利益というアイディア

デイスアビリティを他の「不利益」と区別し
て把握しようとする議論は幾つかある。最も一
般的で、我々の常識的な感覚にも適合するの
は、デイスアビリティをインペアメントとの関
連で捉える見方である。例えば、UPIAS(Union
ofPhysicallyImpairedAgainstSegregation、反隔離障害
者同盟）の定義では、「デイスアビリティとは、
我々を社会における完全な参加から不必要に阻
害し排除するという仕方で、インペアメント
の上に押しつけられる何物かである｡」(UPIAS
1976:１４)とされており、インペアメントの存
在が前提とされている。ここでは「個人モデ
ル」のようなインペアメントとデイスアビリテ
ィとの因果的連関という想定は拒絶されるが、
デイスアビリテイがインペアメントのある人の
問題であることが示され、その点で他の「不利
益」との弁別が可能になっている。この種の考
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に責任がないことを不当性の理由とし、「人権」
に反していることを告発したりする。しかし、
そうした言説のほとんどは理論上の批判的検討
に耐え得るものとはなっていない。例えば「謂
れのない」こと、当人に責任がないことを主張
の根拠とすれば、「謂れ」や「責任」がある部
分（障害者の被る「不利益」の多くはそうしたもの
である）について問題化することができないし、
｢人権」の範囲やその根拠といった論争的な事

柄についても説得的に論じなければならない
はずなのだ（立岩1997)。そこでここでは、「障
害」をめく繍る問題群を念頭にこの種の問いに本
格的に取り組んでいる立岩の一連の議論（立岩
1997,2001,2004)を手がかりに、考察を進め
ることにする。
例えば、次のような例について考えてみよ

う側。ある会社が１人分の労働を必要としてお
り、それに対してＡ、Ｂの２名が求職していた
とする。Ａには「障害」があり働くための環境
整備にコストがかかるが、環境が整備されれば
ＡとＢの生産性は同じである。では、このとき、
(1)会社がＢだけを雇うこと、(2)AとＢを半分
の労働時間、半分の賃金で雇うこと、(3)Aだ
けを雇うこと、から帰結する「不利益」は許容
されるか剛。(1)の場合に「不利益」を被るのは
Ａである。Ａは会社との関係において「働けな
い」状態にあり、Ｂとの関係において「同じ能
力」２')を持っているにもかかわらず異なる取り
扱われ方をしている。そこでこの「不利益」を
解消するためには、(2)や(3)の状態が目指される
ことになる。しかし、それらの状態においても
｢不利益」は生じている。(3)では(1)と全く逆の

形でＢが「不利益」を被ることになるし、（２）
ではＡ、Ｂ双方において「半分しか働けない」
という状態が現出することになる。つまり、＃
つの状態は「不利益」の有無という基準によっ

ては区別することができず、ある状態を望まし
いものとする場合には生じている「不利益」に
関する正当性の基準について考える必要がある
のだ。
これについて立岩（立岩2004）の示す「存在

の承認」という基準を手がかりに考えれば、次
のような結論が導かれることになる⑫。すなわ
ち、(1)と(3)の場合の「不利益」は「不当」で
あり(2)の場合は許容されるというものだ。ま
ず、「私がただ私であるというだけの存在でい
られること」（立岩2004）の承認が基本的な価
値であるとすれば、人の能力によって異なる取
り扱いをするというのは本来避けられるべきこ
とであって、生産の必要量の確保という観点か
らそれがやむを得ない場合でも、その目的に照
らして最小限に抑えなければならない。だとす
ると、(1)の場合に生産と本来無関係な属性（対
応にコストを要するような「障害｣）を能力評価の
対象にすることは、その人の存在のあり方を規
定し「存在の承認」に反するという意味で不当
であり、認められない。そして評価の対象とし
てもかまわない能力についてはＡとＢに差は
ないのだから、評価の対象とすべきでない部分
を評価することなしに、どちらかを雇用しどち
らかを雇用しないという選択をすることは論理
的に不可能だということになり、ゆえに(1)も(3)
も「不当」である。他方、（2)は評価してもかま
わない（やむを得ない）能力についてのみ評価
がなされている点で、(1)や(3)とは異なる。この
種の「不利益」は、機能的な理由から正当化な
いし許容される。会社は生産のための組織だか
ら、生産が社会的に必要とされている限りにお
いて、その必要量の確保のためにある種の評価
をする（そしてその結果として「不利益」を生じさ
せる）ことが認められるのだが、その必要を超
えて「不利益」を生じさせることは認められな
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が「正当」なものであったとしても、社会の構
成のされ方によっては特定の人が集中的に「不
利益」を経験するということが起こり得るのだ
が、それはどのように考えるべきなのか。例え
ば、身体的に「有能」であることがいたるとこ
ろで求められるような社会では、インペアメン
トのある人はいたるところで「正当」に「不利
益」を経験し得ることになるのではないか。特
に、この点はこのアプローチの抱える重大な難
点であると考えられる。

いのである。
さて、以上の論理構成について確認しておけ

ば、まず「不利益」の正当性の基準として「存
在の承認」を立て、それがやむを得ず侵害され
る場合に「限定的な機能性」を補完的に参照す
る、という構図になっている。「存在の承認」
からは、他者の存在を穀損しない限り基本的に
いかなる「不利益」も許容されないが、必要な
ものの生産という目的に限って機能的な観点か
らある種の「不利益」は許容しようというので
ある。しかし、このようにして「不当」な「不
利益」を同定するアプローチの正否は、社会
的に必要なものの生産をどのように捉えるかに
依存する。社会的に必要とされるものの中には、
人間の生存の物理的条件があること（食べ物が
あること等）のようにほぼ絶対的なものもあれ
ば、その社会、その時代において価値があると
されるもののように文化相対的なものもある
(立岩1997,2002)。このように社会的に必要と
されるものの範囲に幅があるのだから、生産に
とっての機能性から許容される「不利益」も多
様であり得るということになる。例えば、会社
という組織の機能を狭義の生産（人間の生存の
ための財の生産）のみならず人々の幸福の増大
といったことに拡張して考えれば、そこで必要
なものを生産するための能力評価はかなりの程
度拡張され得ることが分かる㈱。つまり、この
アプローチにおいてデイスアピリティとして同
定される「不利益」は逆にきわめて狭い範囲に
限定されてしまう危険性があることになる。
さらには、この論理の内部では、社会生活全

体の中で「不利益」がどのように、またどの程
度経験されることになるのかを問題にすること
はできない。これはあくまでも個別の状況にお
ける「不利益」について正当性の基準を与え
るものなのだ。個別の状況における「不利益」

５デイスアビリテイ理解の再編一も
う１つの形

これらを踏まえて、本稿ではデイスアビリテ
ィの同定のための第二のアプローチの可能性に
言及したい。すなわち、社会生活全般にわたる
｢不利益」の経験のされ方を問題にするという

ことである。個別の状況における「不利益」の
不当性も確かに重要なのだが、むしろ障害者の
生活の中で「不利益」が問題になるのは、社会
生活全般にわたって様々な「不利益」を経験す
ることそのものなのではないか。もしそうだと
すれば、障害当事者のリアリティに光を当てよ
うとする障害学におけるデイスアビリテイ理解
は、この点に照準を合わせる必要があると思わ
れる。
どのような「不利益」の経験のされ方をデイ

スアビリテイとして同定するかについては様々
な定式化があり得るだろうが、ここでは暫定的
に、ある個人に多くの「不利益」が複合的で恒
常的な形で集中する状態、と考えておこう。こ
のように捉えた場合、デイスアビリティの解消
とは特定の個人に「不利益」が集中するのを回
避することである。特定の個人に「不利益」が
集中する原因としては、(a)その人が様々な
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事柄それぞれについて「できない」状態にある
こと、(b)lつのことが「できない」ことが
他の領域にまで拡張されていく仕組みが社会に
あること、が考えられる。
(b)については、この領域を越えた「でき

ないこと」の拡張の是非が焦点になる。ウオル
ツァーは、複合的平等に関する議論を展開する
中で、ある財が優越的な地位を占め、それが他
の財の配分に転換されることは不正であると主
張する(Walzerl983=1999)。つまり、何かがで
きること、何かを持っていることはひとまずそ
れだけのことであり、そのことで他の点で有利
になることは不当であるというのだ。同様のこ
とは、デイスアピリティをめぐる文脈で立岩も
示唆している（立岩1997,2002)。「生きていら
れること」という目的のために「働けること」
や「手足を動かせること」が手段として要求さ
れるとしたら、それは社会のあり方の問題に過
ぎない。「生きていられること」という目的実
現のための手段が多様であり得ることを認める
ならば、「働けないこと」や「手足を動かせな
いこと」を「生きていられないこと」へと結び
付けてしまう社会の規則に正当性はない。これ
らを踏まえると、「不利益」の集中を回避する
という意味でのデイスアビリティの解消は、複
数の「不利益」を窓意的に結びつけている社会
の規則を解体することによって目指すことがで
きる。働いて得たものの範囲内でのみ自己決定
が認められるとされてきた「労働」と「自己決
定」との結び付きに対して、その解体を主張し
てきた自立生活運動の取り組みは、この文脈に
位置付けられるだろう剛。これはデイスアビリ
ティ解消に向けての１つの現実的な回答なので
ある。
こうした対処によっては処理し得ない(a)

については、個別の「不利益」の解消のあり方

をめく・る問いを再度引き寄せることになるが、
上記のデイスアビリテイ理解に立った場合、あ
る種のアファーマテイヴ・アクション的な対処
も、個別の「不利益」の正当性とは独立に許容
されることになるだろう。例えば、前節で例示
した(3)のケースは、個別の状況に定位して考え
る限り(l)と同型であり、(1)を「不当」と見なす
根拠によって同様に「不当」とされた。しかし、
「不利益」の集中を問題にする本節のアプロー

チでは、他の状況における差異によって(1)と(3)
の判断が異なるものになり得る。社会生活全般
にわたってＡが「不利益」を集中的に経験して
いるのならば、（3)は正当化される可能性がある
ということである。
最後に、「不利益」の集中の回避というデイ

スアビリティ解消戦略に対して、３節で行った
｢不利益」の再定式化が与えるインパクトにつ
いて確認しておきたい。個人と無関係な社会の
障壁に起因するものとして「不利益」を捉える
従来の理解は無基準に「不利益」を一般化する
傾向を持っており、あらゆる「不利益」を解消
すべきものとして把握するから、究極的に目指
されるのはあらゆる「不利益」の解消であって、
｢不利益」の集中の回避という主張が現実的に

はなされ得るとしても、それはあくまでも過渡
的で不十分なものに過ぎない。これに対して、
特定の関係性として「不利益」を捉える本稿の
立場では、何らかの「不利益」の存在は常態と
して前提されているから、「不利益」の集中の
回避こそが目指される目的であるということに
なる。すなわち、「不利益」の再定式化を経る
ことによって、「不利益」の集中の回避という
主張はデイスアビリティ解消戦略の中で重要な
位置を与えられることになったのである。
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ント・デイスアビリティの概念の整理については
佐藤(1992)を参照。なお、本稿で扱うデイス
アビリティは、基本的に公的な制度ないし構造を
介して与えられる制度的デイスアビリティである
が、これとは区別されるものとして、内面化した
規範や他者の眼差しを意識することによる自己抑
制から帰結する非制度的デイスアビリテイも存在
し、これもまた社会学的に重要なテーマである。

(3)「個人モデル」は「医療モデル」・「医学モデル」
とも呼ばれている。本稿では、「社会モデル」の対
概念としては「個人モデル」が適当であり、「医療
モデル」・「医学モデル」はその医療化の側面に特
に照準したものだとするオリバー(Oliverl996b)
の見解を基本的に支持する。

(4)厳密に言えば、変革後の、社会がすべての人
にとって以前の社会より望ましいものだったとし
ても、そのために大きなコストがかかる場合には、
その支払いを行う人にとっては変革に反対する
「合理的」な理由があることがある。しかし、この

ようなケースはそれほど一般的でないと考えられ、
むしろ変革後の社会がある人にとって「望ましく
ない」という問題が重要であると考える。

(5)いわゆる「できる」障害者にとっての「不利益」
解消の主張が、その社会的影響力の強さのために、
より基本的なニーズについての「不利益」解消の
主張よりも優先されるということは、十分にあり
得ることである。ある意味では、ADA(Americans
withDisabilitiesAct、障害を持つアメリカ人法）に
ついての花田の批判的見解（花田1991)もこの
点を指摘したものといえる。

(6)例えば、「･…･･あらゆる人にどのような程度
かできないこと＝障害disabilitiesがある」（立岩
1997)というような言い方も可能ではある。しか
し、本稿ではこうした立場を採らず、デイスアビ
リテイをある種の特異な現象として特徴付けるこ
とで、デイスアビリティについて特に問題化する

６おわりに

本稿では、従来の「社会モデル」理解におい
て、デイスアビリテイが社会に内属する障壁に
起因するものとして、また個別の社会的活動に
定位する形で把握されてきたことを批判して、
特定の関係性として現れる「不利益」が特殊な
形で個人に集中する現象としてデイスアビリテ
ィを捉える見方を提示した。これによって、デ
イスアビリティを「障害」の経験の重要な一部
として同定し、その解消のあり方を探るという
課題に対して一定の貢献をなし得るものと考え
る。ただし、どのような形式の「不利益」の集
中をデイスアピリテイとして同定するのかにつ
いては、より具体的な文脈に即した考察を要す
る課題であり、別稿でさらに検討したい。
また、本稿では「不利益」の集中の仕方に着

目することの重要性を強調したが、個々の「不
利益」の正当性の問題を完全にカッコに入れる
ことはやはり適切でないように思われる。この
点についても、実効的な規範のあり方を含めて
さらなる探求が求められる。

注
(1)1980年前後にイギリスで確立された障害学は、
９０年代末に日本にも広く紹介され、日本の障害者

運動の歴史を踏まえて独自の発展を遂げつつある。
２００３年には学会も設立され、社会学をはじめとす
る様々な分野の研究者の注目を集めている。日本
の障害学の端緒を開いた著作として石川・長瀬編
(1999)、現在の到達点を示すものとして石川・倉
本編（2002）がある。

(2)本稿におけるインペアメント・デイスアビリテ
ィの概念の使用は、基本的にイギリス障害学にお
けるそれらの用法を参考にしている。インペアメ
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ことの社会的・社会学的意義を主張することが企

図されている。
(7)オリバーも両者の分岐点はデイスアピリティ
の性質ではなく原因をめく､るものだという立場か

ら、「WHOの枠組みでは、病気が障害者の経験す
る不利益と因果的に関連しているとされているが、
DPIの枠組みでは、そうした因果的な結びつきは
なく、デイスアビリティは完全に社会的なものと
されるのだ｡」(Oliverl996a)と論じている。

(8)これはWHOが示したICIDH(Internat ional
Classificationoflmpairments,Disabilitiesand
Handicaps、国際障害分類）の定義である。なお、
この定義自体はハンディキャップ(handicap)につ
いてのものだが、イギリス障害学では基本的にそ

れをそのままデイスアビリティに読み替えて議論
を展開しているので、本稿でもそれに順じた。

(9)ここで「不利益」には２つの水準があること
を指摘しておきたい。１つは、「働けない」とい
つたことのように、個人と社会との関係において

社会的活動そのものが「できない」という意味で
の「不利益」であり、もう１つは、「○○のよう
に働けない」といつたことのように、他者との関
係における相対的な「不利益」である。この後者
については、その比較対象は様々に設定し得るか
ら、最も有利な立場にある状況を除くすべての場
合に、この意味での「不利益」を経験し得ること
になる。特に「障壁」に原因を求めるデイスアビ
リテイ理解においてはこの後者の水準の「不利益」
が見落とされがちなのだが、例えばDPIの定義の
中にも「他者と等しいレベル」という文言があり、
この水準の存在を示唆してはいる。ただし、「不利

益」のこの２つの水準は相互に影響関係を持って
いる。後者の水準で「不利益」を経験すると前者
の水準でも「不利益」を感じるようになるだろう
し、前者の水準での「不利益」が軽減されること
で逆に後者の水準の「不利益」にセンシテイヴに

なるということも考えられる。あくまでもこの区
別は分析的なものである。

⑩これは「リハビリテーション・イデオロギー」
などとして、障害学の中で批判の対象とされてき
た考え方である。障害者の生活が「回復」の合理
的な見込みとは無関係に強力に医療化されてきた
現実について、安積(1990)等に記述がある。

0 Dまた、倉本はこの立場からWHOの I C F
(InternationalClassificationofFunctioning,Disability
andHealth、国際生活機能分類）を批判して、’̅ICF
は、医療モデルと社会モデルの統合をうたって
いるが、そのようなことは論理的に不可能であ
る。たとえ、環境因子を導入し、各要素間の関係
を複線的なものにしたところで、社会的不利益の
発生に生物学的／医学的な意味での身体の関与を
認める限り、それは別ヴァージョンの医療モデル
／個人モデルでしかない｡」（倉本2002）と主張
している。しかし、こうした「社会モデル」受容
には幾つかの例外があることにも留意しておく必
要がある。例えば立岩は、「社会モデルの主張が意
味のある主張であるのは、それがその人が被って
いる不便や不利益の「原因」をその人にでなく社
会に求めたから、ではない。（中略）核心的な問題、
大きな分岐点は、どこかまで行けるという状態が
どのように達成されるべきかにある。二つのモデ
ルの有意味な違いは、誰が義務を負うのか、負担
するのかという点にある｡」（立岩2002）と述べ、
その解消の仕方についての規範的な含意を読みこ
んだ理解を提示している。ただ、ここではデイス
アピリテイとは何かという認識論的な主題に焦点
を当てているので、これについては扱わない。

⑫これは、障害学の初期の代表的論者であるフイ
ンケルシュタイン(Finkelsteinl981)が提示した
ものである。

⑬この点は、オリバーの議論(Oliver1996b)の一
部にも見出すことができる。しかし、多くの文脈
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⑲この事例は、立岩(2001)で探求されている論
点を参考にして、本稿の議論の文脈に合わせて仮
想的に構成したものである。

剛このとき、どの状態においても基本的な生活に
必要な財が再分配されることは前提である。

伽もちろん「同じ能力」という際に、どのような
指標でどのような能力を測るのかということ自体
が論争的なテーマである。立岩(2001)も、労働
における本質的・中核的な要素が何であるのかは
論争的であり、その前提にある規範の問題である
ことを指摘した上で、障害者の労働の権利を擁護
する議論を行っている。ただ、ここでは能力の構
成要素を様々に定義し得ることを前提に、少なく
ともその１つのバージョンにおいて「同じ」と考
え得るということを表現しているに過ぎない。

鰯この部分の論理は立岩自身が明確に展開してい
るものではなく、彼の理論体系に内在的に本稿に
おいて再構成されたものなので、必ずしも立岩の
意図を正確に反映していない可能性があることに
留意されたい。

㈱「幸福」の構成要素は様々に定義し得る。極端
な場合、ある種の外見を持った人間が増えること
をその要素とすることも可能であり、その際生産
に必要な能力評価の対象には、外見についてのも
のも含まれることになる。

鋤「労働」と「自己決定」が結びつけられてきた
仕方については星加（2003)、また、従来の私的
所有権的な「自己決定」と自立生活運動において
主張された「自己決定」との異質性については星
加(2001)を参照。

においては「社会的(social)」という語が個人の
外部としての社会(society)について用いられて
おり、その区別は必ずしも明確でない。また、前
述のように日本の「社会モデル」受容においては、
この点は全く看過されている。

側ただし、デイスアビリティの解消の方途が定ま
っていたとしても、現実にそのように社会を変革
することは容易でないということは、改めて強調
しておくべきだろう。

⑮これは、「デイスアビリティの更新」という原
理的な問題の存在を示唆する。すなわち、個人Ａ
と社会との関係における「不利益」を解消するこ
とによって、個人Ｂと社会との間で「不利益」が
生じる可能性があり、さらに個人Ａと個人Ｂとの
関係性における新たな形式の「不利益」を論理的
に帰結するのだ。この構造については、「労働」や
「自立」の文脈において星加（2003）でやや詳し

く論じた。
00フィンケルシュタインは、資本主義的生産の
必要から「障害者」というカテゴリーが発明され、
さらに個々の障害が医学的に分類されていったこ
とを指摘している(Finkelsteinl980=2000)｡

07)ロールズの議論(Rawlsl971=1979)を受けて、
ノージツク(Nozickl974=1985)、セン(Senl992=
1999)、ドウオーキン(Dworkin2000=2002)等が
それぞれの主張を展開している。

⑱ロールズ、セン、ドゥオーキンといったリベラ
リズムの論者たちの議論においても、ある種の「障
害」の問題は埒外に置かれる。この点については
田中(2001)も指摘している。
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WhatiSDisabil町？
OnMeaningandPositioningofDisadvantage

Hos師如RWj

Intheframeworkofwsocialmodelofdisability'',itisgenerallythoughtthatdisabilityisadisadvantage

experiencedinsocialactivities,andiscausedbysocialbarriers・Inthispaper,weaimtoreexaminethisidea
ontwolevels・First,wewillproposetheperspectivethatacknowlegesdisadvantagesasparticularlelationship
betweenindividualsandsociety,notascausedbysocialbarriersunrelatedtoindividuals・Second,wewill

demonstratethatitisnecessaIytofOcusonnotonlyadisadvantageinasocialactivity,butalsoexperienceof
disadvantagesinsociallifeasawhole.
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